
《別紙１》
分類基準（法第３５条の５第２項第１号）
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＜重篤度・専門性の判断＞

※次の事項を観察し総合的に判断すること
○ 状況聴取

・主訴、現病歴、既往症、服用薬、通院歴など

○専門性の判断

専門性が高いと判断される場合は次のカテゴリーで判断すること。

○バイタルサインの観察

・ 意 識 ： ＪＣＳ１００以上

・ 呼 吸 ： １０回 / 分未満 又は３０回 / 分以上

： 呼吸音の左右差

： 異常呼吸

・ 脈 拍 ： １２０回 / 分以上 又は５０回 / 分未満

・ 血 圧 ： 収縮期血圧90mmHg未満又は

収縮期血圧200mmHg以上

・ SpO2 ： ９０％未満

※1 外傷症例の場合、解剖学的評価、受傷機転も評価すること。

（別紙参照）

※2 妊産婦及び乳幼児の場合は、それぞれの観察・判断基準を

参照のこと

重篤度が高い症例

その他の症例

内因性・外因性の重篤症例（CPAを含む）

脳卒中の疑い症例

大動脈解離・急性冠症候群の疑い症例

重症度・緊急度の高い小児・乳幼児症例

重症度・緊急度の高い妊産婦症例

①へ

②へ

③へ

④へ

救命救急センター
又はこれに準じる
二次救急医療機関

若しくは地域の
基幹病院

標準感染予防策の実施

現場到着

適切な救急医療機関

周囲の状況確認

緊急性・専門
性が高い症例
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